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第１章 

計画見直しの考え方 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

１ 計画改定の趣旨 

 

本市では、保育サービスに対するに高まりや幼児教育・保育の質の向上が求められており、子

どもの人口減少が見込まれる中、本市を取り巻く長期的課題に対応するため、令和２年３月に「第

二期山口市子ども・子育て支援事業計画」（以下、「現計画」という。）を策定しました。 

現計画は、子ども・子育て支援法第６１条の規定に基づき、令和２年度から令和６年度におけ

る教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」と「確保方策」を定めた計画と

なっています。 

内閣府の「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育

て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針（平成

26 年内閣府告示第159 号）では、当初の計画に対して、「量の見込み」や「確保方策」に大き

く乖離している場合には、計画期間の中間年を目安として、子ども・子育て支援事業計画の見直

しを行うこととしています。 

計画策定から２年が経過し、当初の計画に対して「量の見込み」及び「確保方策」に開きが生

じている事業もあることから、現計画をより実態に沿ったものとするため、見直しを行うもので

す。 
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２ 見直しの内容 

 

（１）本市の未就学の子ども人口の見直し（現計画第５章参照） 

令和４年４月１日までの実績値をもとに、未就学の子ども人口を見直します。 

 

（２）教育・保育の量の見込みと確保方策の見直し（現計画第４章参照） 

必要利用定員数の実績を踏まえ、新たに算出した子どもの人口推計に対して、実績に応じた認

定割合（申込率）を乗じて見直します。 

現状や支援事業計画に基づいた施設整備計画を踏まえ、確保方策を見直します。 

 

 （３）地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策の見直し（現計画第４章参照） 

   ・放課後児童健全育成事業 

 令和２年度から令和４年度までの申込者数及び児童数の実績をもとに、推計児童数に利用見

込率を乗じて見直します。 

・子育て短期支援事業 

 利用状況を踏まえ、量の見込みを見直します。 

・病児保育事業 

 利用状況を踏まえ、量の見込みを見直します。 

・妊婦健康診査 

人口推計による出生数と妊娠届出数の実績を勘案し、見直します。 

・乳児家庭全戸訪問事業 

人口推計による出生数と妊娠届出数の実績を勘案し、見直します。 

 

（４）幼児期の学校教育・保育の一体的提供及び推進体制の確保の見直し 

（現計画第４章参照） 

〇認定こども園の普及 

 国の通知や、既存の幼稚園・保育園の認定こども園への移行希望を踏まえ、見直します。 

 

※中間年の見直しにより現計画から数値を変更したものについては、第２章で朱書き

となっています。  
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事業計画の見直し 
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１ 本市の未就学の子ども人口の見直し 

 

現計画の人口推計にあたっては、「コーホート変化率法」を用いて算出しています。 

「コーホート」とは、同じ年（又は同じ期間）に生まれた人々の集団のことを指します。

（例えば、平成２７年４月２日～２８年４月１日生まれのコーホートは、平成３０年４月

１日時点で満２歳、令和４年４月１日時点で満６歳となり、令和４年度の小学１年生とな

る人々の集団です。） 

「コーホート変化率法」とは、各コーホートについて、過去における実績人口の動勢か

ら「変化率」を求め、それに基づき将来人口を推計する方法です。推計するものが比較的

近い将来の人口であり、変化率の算出基礎となる近い過去に特殊な人口変動がなく、また

推計対象となる近い将来にも特殊な人口変動が予想されない場合は、比較的簡便なこの方

法を用いることができるとされています。 

現計画策定時における推計値に、令和４年４月１日までの実績値を当てはめて再度推計

した結果、本市の未就学の子どもの人口は、現計画策定時であった平成３１年４月１日の

９，２９１人から、令和６年４月１日には８，０３７人になるものと推計されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※実績値・推計値の折れ線グラフのうち、令和４年までが実績値となっており、それ以降は推計値となっ

ています。 
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２ 教育・保育施設、地域型保育事業の量の見込みと確保方策の見直し 
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３ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策の見直し 

 

・放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終

了後に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その

健全な育成を図る事業です。 

 

●「量の見込み」及び「確保方策」 
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・子育て短期支援事業 

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となっ

た乳幼児・小学生児童について、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業で

す。 

・ショートステイ（短期入所生活援助事業）…宿泊を含む預かりを行う事業 

・トワイライトステイ（夜間養護等事業）…概ね 22 時までの預かりを行う事業 

 

 

●「量の見込み」及び「確保方策」 

 

 

 
 



第２章 事業計画の見直し 
 

 - 18 - 

 

・病児保育事業 

病児（12 歳までの児童）について、病院・保育園等に付設された専用スペース等に

おいて、看護師・保育士が一時的に保育等を実施する事業です。 

 

●「量の見込み」及び「確保方策」 
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・妊婦健康診査 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健康状態の

把握、②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた

医学的検査を実施する事業です。 
 

●「量の見込み」及び「確保方策」 
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・乳児家庭全戸訪問事業 

■乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養

育環境等の把握を行う事業です。 
 

●「量の見込み」及び「確保方策」 
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４ 幼児期の学校教育・保育の一体的提供及び推進体制の確保の見直し 

 

   【目標値の設定】 

     この事業に対する目標値を下記のとおり設定します。 

 

 

〇認定こども園の普及 
 

 

◆令和４年４月までに６施設が幼稚園から認定こども園に移行しています。 

◆令和４年４月までに認定こども園に移行していない私立幼稚園は、７施設あり、 

その内２施設が今期計画期間中に認定こども園への移行を予定しています。 

◆上記のほか、本計画期間中での保育所から認定こども園への移行を希望している施

設が８施設あります。 

 

 

 

◆国の通知においては、認定こども園が幼稚園と保育所の機能を併せ持ち、保護者の

就労状況の変化等によらずに柔軟に子どもを受け入れられる施設であることを踏

まえ、供給過剰地域においても既存の幼稚園・保育園が認定こども園への移行を希

望する場合には、認可・認定を行うものと示されています。 

◆市内全域において、１号認定子どもは供給が需要を上回る状況であり、２、３号認

定子どもも、近い将来、供給が需要を上回ることが考えられます。 

◆本市においても、供給過剰地域における既存の幼稚園・保育園の認定こども園への

移行について、基本的な考え方を整理しておく必要があります。 

 

 

 

◆供給過剰地域においても既存の幼稚園・保育園が認定こども園への移行を希望する

場合には、認可・認定されるよう県に進達していく方針とします。なお、その量の

設定については、国から示されている方法を参考に設定することとし、認定こども

園への移行に係る利用定員の設定について子ども・子育て会議に意見聴取する中で

その都度検討することとします。 

 

項 目 
計画策定時 

（平成３０年度） 

現 状 

（令和４年度） 

目標値 

（令和６年度） 

認定こども園数 ３園 ６園 １６園 

 

現 状 

課 題 

取 組 
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